
 

                               県民生活環境部 

No. 20  

 

制 度 名 

「食文化ストーリー」創出・発信モデル事

業 

（文化庁） 

主管課名 
生活文化課 

文化振興 G 

問合せ先 029-301-2824 

目的・趣旨 

特色ある食文化の継承・振興に取り組む地方公共団体・民間団体等に対し

文化財としての登録等に資する調査研究、その文化的価値を伝える「食文化

ストーリー」の構築・発信等を支援することにより、文化振興と地域活性化

に資する。 

〔対象団体〕 

都道府県、市町村、法人格を有するもの等 

 

〔対象事業〕 

(1)調査研究事業 ※必須取組 

（有識者検討会開催、文献・実地調査、報告書・動画作成、研究発表会等により食文化

の文化的価値を明確化し、文化財としての登録等に資する調査研究） 

(2)保護継承事業 ※任意 

（学校教育及び生涯学習での講習会等の食文化教育、シンポジウム等関係者の交流促

進・連携体制の構築、継承団体の育成等食文化の保護、食文化の振興に取り組む者の

顕彰） 

(3)発信等事業 ※任意 

（「食文化ストーリー」の構築・国内外への発信、食・文化関連施設等を活用した食文

化の発信・体験、食文化を活用した観光等の取組、食文化を発信する人材の育成）  

 

〔補助要件等〕 

(1)調査研究の結果を報告書に取りまとめるとともに、食文化の文化的背景を分かりやす

く伝える「食文化ストーリー」を作成すること。 

(2)文化庁や独立行政法人日本芸術文化振興会による他の補助を受けていないこと。 

(3) チラシ・ポスター・冊子等の印刷物に文化庁のシンボルマークを付し、『令和７年度

「食文化ストーリー」創出・発信モデル事業』と明記すること。 

 

〔対象経費〕 

主たる事業費、その他事務経費 

 

〔補助限度額等〕 

補助対象経費及び補助事業額の上限 5,500 千円 

※各事業により補助率は異なります。 

区   分 国 県 市町村 その他 

事業主体が市町村の場合 補助限度額  － 
補助額

の残 
－ 

〔令和 8 年度当初予算額〕 

            ― 千円（国予算） 

〔令和 8 年度補助対象団体〕 

対象団体は応募書類提出から 2～3 か月後

に決定予定 

〔備考〕 

国からの直接補助。令和 8 年度は令和 8年 3月 10 日募集終了。前年度の 2月頃募集。 



 

 


